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平成22年度第2回浦安市介護保険運営協議会議事録 

 

１． 開催日時         平成22年8月31日（火） 午後１時15分～3時 

 

２． 開催場所         健康センター 地下1階 第2会議室 

 

３ ．出席者          

（委  員） 渡辺委員(会長)、工藤委員、小林委員、福嶋委員、井村委員、仙人委員、宇田川委員、中

沢委員、荒井委員、彦田委員、井上委員、佐藤委員、鈴木委員、関委員、椛澤委員 

 

（事務局） 鶴見健康福祉部次長、木内介護保険課長、佐久間高齢者支援課長、長谷川健康増進課

長、大塚地域包括支援センター所長、植草介護保険課課長補佐、関根健康増進課課長

補佐、金子高齢化対策係長、平川高齢者支援課主査、河野成人保健係長、池田保険料

係長、関口主任主事、渡邊主事 

 

４．進  行 

1.開  会  

2.会長あいさつ 

3.議 題       

（１）第4期浦安市介護保険事業計画の推進について 

（２）介護予防ケアマネジメント委託業務の追加事業所の承認について 

（３）浦安市高齢者保健福祉計画及び第5期浦安市介護保険事業計画策定 

に伴う基礎調査の概要について 

（４）その他 

 

５．会議経過      

議事の概要 (１)～（３）について  

各議題について事務局より説明を行った際に、表明された主な意見は次のとおり。 

 

議題（1）について 

 

委  員：肺炎球菌ワクチン任意予防接種事業は 65歳以上の方が対象ということですが、65歳以下で

介護が必要な方や障がいのある方でも対象にならないのですか。 

 

事務局：予防接種事業の開始が8月ですので、今後の実施の状況や近隣市の状況などをみて、検討

していきたいと思います。  

 

委  員：特定高齢者（要支援・要介護になるおそれのある高齢者）については、健康診断を受診しな

いと把握はできないと思われますが、市ではどれくらい把握できているのか。また、健康診断

の受診率はどのくらいですか。 

   

事務局：市では、要支援・介護認定を受けていない65歳以上の方に介護予防健診を受けていただい

ています。平成21年度の実績ですが、対象者は1万5,291人いまして、受診者6,831人で、

44.67パーセントの受診率となっています。 そのうち特定高齢者に該当したのは1,353人。そ

の後、医療機関の診断を経て、介護予防が必要と判断された方が 890人いました。そういう
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方々に介護が必要な状態になることを未然に防ぐための取り組みを行っています。 

      

委  員：去年、新型インフルエンザ予防接種では免疫機能の落ちている方が優先的に接種できるシ

ステムでしたので、肺炎球菌ワクチンについても同じようにできればと思いますが、肺炎球菌

ワクチン予防接種事業を行っているのは浦安市だけであり、他市町村では自己負担で接種し

ているものですから、市内の65歳以上の方にはいい制度であると思います。 

     また、特定高齢者についてですが、対象者には介護予防事業に参加してもらうが、なかなか

続いていかないのが現状です。全 12回ある介護予防事業が終わる頃には対象者が半分くら

いになってしまうと聞きますので大変残念でありますが、特定高齢者のシステム自体はとても

優れていると思います。 

 

委 員：肺炎球菌ワクチンは 5年に一度接種とされていますので、受診を示唆するためにも保険証な

どにシールを貼るなどして、対象者にわかるようにしておくのがよいのではないかと思います。 

      

事務局：助成は65歳以上の方が対象ですが、64歳で接種される方もいるかもしれませんので、どこの

医療機関でも接種できるということではなく、事前に市健康増進課に来ていただくか、ハガキ

で申請して接種をしていないという確認をとってから接種をしていただいています。 

 

議題（２）について 

 

委 員：介護予防ケアマネジメント委託業務に追加される事業所の千葉県指定書ですが、生活保

護法等に基きとなっています。介護保険法に基いた指定業者ではないのですか。 

      

事務局：介護保険法に基いても認定は受けています。 

 

議題（３）について 

 

委  員：基礎調査を委託する事業者の選定理由はどういうところですか。また、これまでひとり暮らし

高齢者や高齢者世帯への悉皆調査で、回収できないことはありましたか。また、最近ニュース

では、行方不明となっている高齢者が問題になっていますが、浦安ではどんな状況にあるの

ですか。 

      

事務局：事業者の選定は指名競争入札で行いました。調査自体が、毎調査同じ質問をすることで世

代や時代ごとに高齢者の考え方がどう変わっているかを時系列的に把握していく割合が高い

ために、事業者の提案が入る余地があまりなく、入札で決定しました。 

     ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯への調査は、民生委員にお願いして行っていますが100パ

ーセント回収することは難しいです。前回平成19年度に実施した調査では、世帯分離などの

問題がありますので、居住の実態がある方だけに調査票を配布しました。その回収状況は 

ひとり暮らし高齢者：配布数1,317件、回収数929件、回収率70.5パーセント、高齢者世帯：

配布数1,821件、回収数1,473件、回収率80.9パーセントとなっています。 

     所在不明の問題ですが、民生委員を通じてですが、不明の方がいるという報告は受けていま

せん。なお、浦安市では100歳以上の方については全員の確認がとれています。 

      

委  員：調査対象数で、ひとり暮らし高齢者約3,600人、高齢者世帯3,500世帯とあるが、この数字は

実態ではないということですか。 
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事務局:この数字は住民基本台帳法に基く登録件数です。ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯数は浦

安市内でも増えていますので、ひとり暮らし高齢者で実数 2,000件くらいになるのではないか

と考えます。 

 

委  員：民生委員でも、ひとり暮らし高齢者と連絡をとることは困難であります。訪問してもなかなか会

えるものではありません。市の高齢化率も増加していますので、今後はよりいっそう難しくなる

と思います。 

 

６．問い合わせ先   

健康福祉部  介護保険課  保険料係  担当  池田・関口  

電話 047-351-1111  内線1177・1178 


